
「粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度」に関する 

意見募集の実施結果について 

 

標記につきまして、次のとおり公表いたします。 

１．意見募集期間 

 令和４年３月９日（水）～３月２２日（火） 

２．閲覧箇所 

 粕屋町ホームページ 

３．意見提出者数（方法） 

 １人（電子メール：１人） 

４．意見内容及び反映事項 

 意見要旨 町の考え 対応 

①「意見募集実施要領」

と「要綱案」の内容に

ずれがあります。 

「意見募集実施要領」と

「要綱案」の内容のず

れをなくすため要綱案

の修正を提案します。 

〇第 1 条の修正 

「性的マイノリティや事

実婚の関係にある人々を

はじめ」を 

「ＳＯＧＩＥにかかわら

ず」に修正。 

〇第 2 条（1）の修正 

「性的マイノリティ」の

定義ではなく、「ＳＯＧＩ

Ｅ」の定義に修正。 

〇第 2 条（２）の修正 

本制度は「全ての町民」

を対象とします。 

 

性的マイノリティに限ら

ず、何らかの理由で法律

婚を利用しない又は利用

できない方々も含めて、

全ての町民が本制度の対

象です。 

○第 1 条の修正 

・「性的マイノリティや事実

婚の関係にある人々をはじ

め、」を削除する。 

 

 

○第 2 条を修正 

・第１号「性的マイノリテ

ィ」の定義を削除する。 

 

・第 2 号の修正 

「一方又は双方が性的マイ

ノリティである 2 人が、」を

削り、「関係」を「2 人の関

係」に改め、 

同号を第 2 条第 1 号と

し、同条中第 3 号を第 2



「一方又は双方が性的マ

イノリティである 2 人

が、互いを人生のパート

ナーとし、日常生活にお

いて相互に協力し合うこ

とを約した関係をいう。」

を、「互いを人生のパート

ナー又は家族として尊重

し、協力し合う継続的な

２人の関係をいう。」に修

正。 

 

〔修正の趣旨〕 
〇この制度は「SOGIE に

関わらず、すべての町

民」を対象としていると

して意見募集していま

す。しかし、要綱案では

第 2 条（2）の「用語の定

義」により性的マイノリ

ティの人だけを制度利用

者として想定しており、

矛盾があります。 

この制度が「一方又は双

方が性的マイノリティで

ある 2 人」だけを制度利

用者とするのかそうでな

いのかは、「用語の定義」

ではなく「趣旨」で明記

するべきです。 

〇要綱案は、制度利用者

が性的マイノリティであ

ることをカミングアウト

号とし、第 4 号を第 3 号

とする。 



させる内容となっており

問題があります。修正案

等により「SOGIE に関わ

らず法律婚を利用しない

2 者の制度利用」につい

ての取扱いを定める内容

としてください。 

〇「SOGIE に関わらない

制度」であれば

「SOGIE」の定義があれ

ば良く、「性的マイノリテ

ィ」の定義を記載する必

要はないです。 

②町職員の面前において

署名させることについて 

町職員の面前において署

名させる手続きは心理的

負担が重くなるだけであ

り不要と考えます。必要

書類審査と本人の意思確

認及び本人確認ができれ

ば良いので、「郵送・電子

申請または持参による書

類提出⇒直接本人に交

付」の手続きで足りると

考えます。 

 町職員の面前において

署名させることが必要不

可欠なのであれば説明を

お願いします。 

本制度では、「宣誓 パ

ートナーシップにある 2

人が、町長に対し、双方

が互いのパートナーであ

ることを誓うこと又はパ

ートナーシップにあるこ

とを誓った者が、町長に

対し、ファミリーシップ

にあることを誓うことを

いう。」と定義していま

す。 

宣誓者の時間的制約や心

理的負担等を考慮し、町

職員を町長の代理者と

し、その面前において宣

誓書に自ら記入すること

により、本制度で定義す

る「宣誓」を行ったこと

として取り扱うことを原

則とします。 

（運用方法） 

・宣誓の際は、プライバ

シー保護の観点から個室

で対応します。 

 

・宣誓者が何らかの理由

で来庁が困難な場合は、個

別に対応します。 

 

・書類確認等のお時間を

いただきますが、提出書

類に不備がなければ、宣

誓日に宣誓書を受領し、

宣誓書受領証をお渡しで

きるように準備をすすめ

ています。 

 



宣誓の内容に虚偽がな

いかを判断するために、

来庁していただき、提出

書類とあわせて本人確認

を行い、町職員の面前に

おいて宣誓書に自ら記入

していただくことで、宣

誓の意思確認を行いま

す。 

 

③宣誓書の保存期間につ

いて 

第 14 条ただし書き以下

で、制度利用者からの返還

または廃棄希望により宣

誓書を廃棄することとし

ています。しかし、この制

度をもとに有意義な施策

を実施する場合、過去の証

拠書類が必要となる場合

があるため、行政としてあ

る程度の保存期間は必要

だと考えます。 

宣誓書は、施策を実施

する場合の証拠書類とし

て必要となる場合や、宣

誓者のパートナーシッ

プ・ファミリーシップが

継続している限り保存す

る必要があるため、粕屋

町文書管理規程の規定に

基づき「10 年を超えて保

存する必要がある文書」

として、永年保存としま

す。 

第 14 条を 

下線部のとおり変更し、 

「町長は、宣誓書を粕屋

町文書管理規程(平成 24

年粕屋町規程第 8 号)の規

定に基づき永年保存する

ものとする。」 

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


